
(様式３)

　　　添付すること。

◆「雇用関係を確認できるもの」として健康保険証の写しを提出される場合の注意事項について
　令和２年10月１日より、健康保険法等の改正に伴い、本人確認のために医療保険の被保険者証を

用いる際、被保険者等記号、番号及び保険者番号の提供を求めることが禁止されました。つきまして

は、雇用関係が証明できる書類として、健康保険証の写しを提出される際は、被保険者等記号、番号

及び保険者番号をマスキング（黒塗り）して提出してください。

（注１）「保有資格の資格者証」及び「雇用関係を確認できるもの」の写しを
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